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７  会議の概要  

分科会長   ただいまから、令和３年１２月定例会の予算

決算委員会厚生分科会を開会いたします。 

〔傍聴の申込み（１名）について許可〕 

〔報道機関のテレビカメラ撮影を許可〕 

分科会長   審査に先立ち、分科会記録の署名委員に吉田

委員、久保委員を指名いたします。 

これより、福祉保健部所管分の議案の審査を

行います。  

議案第１９３号  令和３年度富山市一般会計

補正予算（第７号）、第１条歳入歳出予算の

補正、歳出第３款民生費中、福祉保健部所管

分、第４款衛生費中、福祉保健部所管分、第

３条繰越明許費中、福祉保健部所管分、第４

条債務負担行為の補正中、福祉保健部所管分、  

議案第１９４号  令和３年度富山市後期高齢

者医療事業特別会計補正予算（第１号）、 

議案第１９５号  令和３年度富山市まちなか

診療所事業特別会計補正予算（第１号）、 

議案第１９６号  令和３年度富山市介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）、 

議案第１９７号  令和３年度富山市国民健康
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保険事業特別会計補正予算（第２号）、 

以上５件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

福祉保健部長 〔挨拶〕  

福祉政策課長 〔議案第１９３号中  

新型コロナウイルス感染症対策基金費につい

て、  

議案概要書により説明〕 

生活支援課長 〔議案第１９３号中  

生活保護事業費について、 

議案説明資料により説明〕 

障害福祉課長 〔議案第１９３号中  

障害児通所給付事業費について、  

議案説明資料により説明〕 

長寿福祉課長 〔議案第１９３号中  

認知症高齢者等おでかけあんしん損害保険事

業費について、  

議案説明資料により説明〕 

保健所地域健康課長 〔議案第１９３号中  

感染症事業費（新型コロナウイルスワクチン
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接種事業費）について、 

議案説明資料により説明〕 

保健所保健予防課長 〔議案第１９３号中  

感染症事業費（感染症予防事業費）について、  

議案説明資料により説明〕 

保険年金課長 〔議案第１９７号について、 

議案概要書により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

議案説明資料の５ページから順番に伺ってい

きたいと思います。質疑はありませんか。 

藤田委員   生活保護事業について、生活保護受給者の推

移が平成３０年度から令和３年度にかけて増

加しているのですが、その理由を教えてくだ

さい。 

生活支援課長 平成３０年度からの増加の主な理由としまし

ては、生活保護世帯数の半分以上が高齢者世

帯であり、その傾向は今も変わっておらず、

高齢者の世帯が毎年増えているということで

す。令和２年度と令和３年度においては、新

型コロナウイルス感染症の影響により失業し

た方や収入が減った方などの影響も増えてい
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る要因ではありますけれども、高齢者世帯が

増加していることが一番大きな理由です。 

藤田委員   もう１点なのですけれども、今回、５億３，

７００万円余りの補正額を要求しているので

すが、当初の見込みより少し増えているので

はないかと推察します。そのあたりについて

の理由を教えていただけますでしょうか。 

生活支援課長 実際、扶助費を正確に見込むことは非常に難

しく、なおかつ扶助費というのは、所要額を

見込むことが基本なものですから、過大に見

積もるわけにはいかないところがあります。

そうは言いながらも、当初見積もった額より

５億円も大きいのですが、主に高齢者世帯が

増えていることにより、それに伴って医療費

も増えているということが要因としてありま

す。単純に生活保護世帯が増えたからといっ

て生活保護費がその分増えるというわけでは

ありません。少し言い訳じみた話になってき

ますけれども、そのときそのときの事情によ

っていろいろと変わってくるところがありま

すので、当初の見込みとこれだけ異なったと

いうことになります。  

藤田委員   扶助費の見込みはなかなか難しいということ
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を理解できました。難しい課題だと思います

が、市民の皆さんのためにまた今後ともよろ

しくお願いいたします。 

分科会長   議案説明資料５ページの内容について、ほか

に質疑がなければ次に進みます。議案説明資

料６ページの障害児通所給付事業について質

疑はありませんか。 

久保委員   生活保護事業と少し似た部分もあるのですが、

この段階で補正予算を組まないといけないと。

利用者が年々増加していることは傾向からあ

る程度つかんでいたと思いますので、当初予

算も増加を十分見込んで編成しておられると

思うのですが、補正に至った経緯を詳しく教

えてください。  

障害福祉課長 令和３年度の当初予算案については、昨年の

１０月から１１月にかけて行う予算要求の中

で積算作業を行っています。その積算方法に

ついてですが、予算要求の時点で令和２年度

上半期の実績が出ていましたので、その実績

を基に下半期の実績を見込みまして、令和２

年度の決算見込みをまず出しました。そして、

今委員がおっしゃったように利用者数が年々

伸びていますので、ある程度伸びるだろうと



6

いうことで増加率を加味して、令和３年度の

当初予算を要求しています。  

また、令和２年度の下半期の実績がこちらの

想定以上に伸びてしまい、その伸びの傾向が

そのまま令和３年度まで続いているため、今

回大幅な補正となっています。 

吉田委員   放課後等デイサービス事業の延べ利用者数が

伸びているのですが、去年から今年にかけて

の新型コロナウイルス感染症の影響で、利用

したくても利用できなかったのではないかと

いう点が１つ  それでも増えているのですけ

れども  あります。あと、この間、放課後等

デイサービスを行っている事業者と会って話

をしてきたのですが、放課後等デイサービス

事業所の絶対数が足りず、ニーズに応え切れ

ないと。民間任せではもう無理で、市として

どうするのかという方向性が必要なのではな

いかと言われたのですが、そのあたりの今後

の展望、対策についてがもう１点。この２点

について伺います。 

障害福祉課長 新型コロナウイルス感染症の影響についてで

すが、国も可能な限り感染対策をしながらサ

ービスを継続するようにという通知を出して

おり、サービスを継続するための補助制度も
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ございます。また、どうしても受入れができ

ないときには在宅で支援することも可という

ことで、新型コロナウイルス感染症によって

放課後等デイサービスの利用が減ったという

ことは確認されていません。ただし、逆に増

えたということもこちらで把握できているわ

けではございません。  

事業所の絶対数が足りないというお話につい

てですが、利用者数も年々伸びてきて、事業

所の数も３事業所、４事業所と年々伸びてい

ます。資料では今年度の放課後等デイサービ

ス事業所数が６０事業所になっていますが、

最近また１つ増えまして６１事業所になって

おり、昨年度より６事業所増えています。そ

れでも保護者の方からは、まだまだ予約が取

れないことがあると聞いていますので、参入

事業所の増を図ってまいりたいと考えていま

す。  

東委員    ただいまの内容に関連しまして、事前に説明

もありましたが、利用日数と利用者数が児童

発達支援事業で毎年２割、放課後等デイサー

ビス事業で毎年１割の増加ということですけ

れども、どういう理由で利用しようとするの

かというところがいまいちまだ分からなかっ

たので、補足で説明していただきたいと思い
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ます。 

障害福祉課長 児童発達支援事業は、主に未就学児を対象と

した、障害に対する療育や発達支援、社会訓

練の事業でございまして、放課後等デイサー

ビスは、学校に通学中のお子さんを対象とし

た同様の事業です。近年、幼少時から早期に

発達障害などの相談をして、こういう療育サ

ービスにつながるようなケースが非常に増え

ているということや、制度が普及したことで、

このような福祉サービスを受けることへの抵

抗感が薄らいできているということが、利用

が増えている主な要因ではないかと思ってい

ます。 

東委員    もう１つの放課後等デイサービス事業の利用

が増えている要因についても教えてください。  

障害福祉課長 先ほどの児童発達支援事業の説明と同様で、

やはり小学校に入った頃に受診されるケース

なども増えていますので、そういうことから

利用が増えているのではないかと考えていま

す。  

分科会長   次に議案説明資料７ページに進みます。 

 質疑はありませんか。 
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江西委員   認知症高齢者等おでかけあんしん損害保険事

業なのですが、先ほどの口頭での説明を聞い

て、切れ目なくというのは何に対する切れ目

なのかということが少し分かりました。 

この事業は令和元年度からずっと継続してい

るということですから、被保険者数などがあ

る程度分かるかと思うのですが、富山市認知

症高齢者徘徊ＳＯＳ緊急ダイヤルに大体何人

の登録があって、この保険に申し込んでいる

方は何人程度おられるのでしょうか。 

長寿福祉課長 本年１１月末現在でございますが、富山市認

知症高齢者徘徊ＳＯＳ緊急ダイヤルの利用登

録者数が４５８名に対して、認知症高齢者等

おでかけあんしん損害保険登録者数が３７１

人で、加入率は８１％となっています。 

江西委員   来年度の概算の保険料を債務負担行為として

設定するのだと思うのですが、仮にどんどん

申し込まれても、この９７万４，０００円と

いう金額に変更はないのか  保険金がどのよ

うに算定されているのか分からないのですが

それはどうなのでしょうか。  

長寿福祉課長 この保険につきましては、１人当たりの単価

が決まっていまして、加入者数が何人になろ
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うとも、１人当たりの保険金額は１，７７０

円と考えています。令和４年度のことまで考

えなければいけないので、その増加率を加味

して最終的にはマックス５５０名になるので

はないかという試算から、１，７７０円掛け

る５５０人で９７万３，５００円になり、端

数を調整して９７万４，０００円の限度額の

設定をお願いしたところでございます。 

江西委員   今、説明に少し間違いがありました。１，７

７０円は保険金ではなくて保険料ですね。 

長寿福祉課長 すみません、保険料です。  

江西委員   だとすると、概算の保険料でこれだけ負担し

て、年度ごとに増減があった場合は返ってく

るのでしょうかということと  これは併せて

聞いていいのかな  それだけ人数を見込むと

いうことは、年々加入者が増えてきていると

いう傾向があるのか、併せて教えてください。  

長寿福祉課長 年々加入者数が増えていまして、去年の同時

期は３４５名で対前年比３０名弱の増となっ

ています。  

精算につきましては、マックス９７万４，０

００円で一応見込ませていただいており、基
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本的には、３月時点での加入者数や、ＳＯＳ

緊急ダイヤルの登録の方にこの保険に加入さ

れますかと聞いて  申請主義なものですから

希望された数で、最初に概算保険料として

支払いまして、最終的に１年後の３月時点の

人数で確定します。増加傾向にございますの

で、戻入れというよりは大体追給しておりま

す。ただし、債務負担限度額内には収まって

いるという状況でございます。 

江西委員   今、富山市では自転車保険についての議論が

進んできています。この自転車保険というの

は、実は自転車保険というものがあるわけで

はなくて、個人賠償責任保険に包含されるの

ですが、個人の賠償責任義務は同居の親族に

も及ぶことから、仮にこの認知症高齢者等お

でかけあんしん損害保険に申し込んだ人の家

族が自転車事故を起こして自転車保険請求等

があった場合にも対象となるものなのでしょ

うか。これは全くの畑違いの話になりますけ

れども、保険料として払っている以上、約款

上どのようになっているのか、見解はありま

すか。 

長寿福祉課長 細かいところまで約款を読み込んだわけでは

ないのですけれども、あくまで保険の立てつ
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けとしては個人賠償責任保険なのですが、恐

らく一般の方が個人賠償責任保険に入ると１，

７７０円ではなくて数百円程度になるところ

を、認知症でリスクが高いということでこの

ように高い単価設定になっているのがこの保

険でございます。私がぱっと見たところ、家

族が何か物を壊したなど、そういう要因で保

険金が出るということは約款には書いていな

かったように記憶しています。 

吉田委員   １億円を上限に保険金が支払われることとな

っていますが、最近の実績といいますか、支

払い状況はどのような感じなのですか。 

長寿福祉課長 令和元年度から今までの間で、支払いは昨年

度に１件だけございました。そちらにつきま

しては、８万円程度の小さなものでございま

した。ただ、上限１億円という設定額につい

ては、もともとこの保険に加入したのが、愛

知県大府市の鉄道事故の裁判において、下級

審などでは家族に損害賠償責任があると  一

応、最高裁判所の判決では家族に責任はない

という判決になったのですが、たしかその判

決内容が、ケース・バイ・ケースで家族が責

任を負う場合もあると。そのためいろいろな

自治体で、これは先駆けて市でも保険を掛け
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てあげなければいけないということで始まっ

たことから、１億円という設定になっていま

す。  

松井 桂将委員 この保険は、契約者は富山市、被保険者は認

知症の対象者になると。保険金の支払先はど

こになるのですか。 

長寿福祉課長 先ほどの８万円を支払った場合であれば、保

険金の受取人については、損害を受けた方で、

保険会社から８万円が支払われる形になりま

す。  

松井 桂将委員 要は、保険会社から損害を受けた方に直接支

払うということでしょうか。  

長寿福祉課長 そのような形になっていまして、後から市に

そういった支払いがあったという報告が保険

会社からございます。  

分科会長   議案説明資料８ページの６番、新型コロナウ

イルスワクチン接種事業について質疑はあり

ませんか。  

金岡委員   今回の補正額は、２回接種完了者に対する追

加接種分ということですけれども、これは２
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回接種完了者全員の分が含まれているのでし

ょうか。 

保健所地域健康課長 ２回接種完了者全員の分が含まれています。 

金岡委員   私自身、１０月に２回目のワクチンを接種し

たので、８か月後に追加接種となった場合に

は次年度の接種ということになると思うので

すけれども、これは繰越し前提で、全部年度

内の予算という形になるのでしょうか。 

保健所地域健康課長 おっしゃるとおりです。一応今は全ての期間

令和４年９月３０日までということで、国

から案内が来ています。その期間までの分を

全て見越して、今回補正予算を要求させてい

ただいています。  

金岡委員   私の場合、１０月に２回目のワクチンを接種

したので、追加接種の時期は来年の４月を超

えて、来年度に接種ということになるのです

ね。  

続けて、今回、市内でワクチン接種を受けら

れた方で市外へ転出される方もおられるでし

ょうし、また、市外でワクチン接種を受けら

れた方で市内へ転入された方もおられると思

うのですけれども、そのあたりの引継ぎはど
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うなっているのでしょうか。  

保健所次長 富山市に転入された方につきましては、今の

ところ、私は２回打ちましたと申請していた

だいてから、現在の居住地である富山市から

通知を発送する形になります。別の方法を国

でも考えておられますので、また変わるかも

しれませんけれども、現在は申請をしていた

だくという形です。 

今、国ではＶＲＳを使った、申請せずに接種

券の発送ができるような形が検討されている

ところでございますので、どちらかの形で対

象者に対して通知をお送りする形になります。  

金岡委員   勤務先が市外であるなどの理由で集団接種を

受けられた方もおられると思うので、そうい

ったところも引継ぎ等がうまく漏れなくでき

るようになればいいと思います。よろしくお

願いいたします。  

東委員    報道によると、富山県内では、１回目と２回

目のワクチンは９割がファイザー社のワクチ

ンだったと。しかし、３回目のブースター接

種に関しては、４割がモデルナ社のワクチン

になるという報道がされています。ワクチン

を接種された方の中には、１回目と２回目で
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ファイザー社のワクチンを打ったから３回目

もファイザー社のものを打ちたいという要望

や、メーカーが変わることに対する不安など

いろいろと出てくると思うのですが、市民の

皆さんが混乱せずに安心してワクチンを接種

できるように、いろいろと対策が必要だと思

います。現状で考えていることをお聞かせく

ださい。 

保健所次長 現在、令和４年２月、３月分のワクチンの接

種配分の情報が国から来ていまして、国全体

で、ファイザーが１７．６万回分で５４．５

％、モデルナが１４．７万回分で４５．５％

となっています。  

一方、富山市で２回接種をされた方の実績  

昨年までのＶＲＳの入力実績につきましては、

ファイザーが９万７，０００人余りで９７．

１％、モデルナが２，８８０人で２．９％と

いう形になっていますので、２回の接種をフ

ァイザー社のワクチンで受けた方の半分程度、

４２．６％の方がモデルナ社のワクチンを打

っていただく必要が出てきたということにな

ります。 

集団接種も含めて、モデルナ社のワクチンと

ファイザー社のワクチンをどのようにしてい

くのかなどの接種体制等については今現在、



17

市医師会と協議しているところでございます。  

東委員    いずれにしても、安心のために３回目のワク

チンを打ちたいと。しかし一方で、メーカー

が変わることによって新たな副反応が出るの

ではないのかなどの不安を持っていらっしゃ

る方もいると思います。そのあたりは市のホ

ームページや広報紙を使って、どちらのメー

カーでも悪影響はないことや、３回目のワク

チン接種をできるだけ受けてくださいという

広報をしっかりと行う必要があると思うので、

要望としてお伝えしておきます。  

久保委員   確認なのですが、１２歳からワクチン接種が

できるようになると。今年度内に１２歳を迎

えるお子さんには多分接種券が送付されるの

だろうと思いますが、新しい年度以降の予定

というのは、従前どおり接種券が送付されて

接種する運びになるのか、それとも年度内で

切れてしまうのか、どうなっていますか。 

保健所次長 １２歳の方々につきましては、現在、誕生月

の上旬に接種券を送らせていただいています。

小児科と連携しまして、１６の医療機関で接

種いただく形で接種体制を整えていますので、

今後もその形で続くと思います。  
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一方、５歳から１１歳の方々への接種につい

ても今、国で検討されていますので、そちら

が始まった場合には、１２歳になる方への対

応をどうするのかという話にまた切り替わっ

てくると思いますが、今は誕生月を迎えた方

に接種券を送らせていただいています。 

久保委員   あともう１点だけお聞きします。先日、地元

の方と話をしているときに、接種券はどうい

う時期に送られてくるのですかと聞かれまし

た。もしかしたら一般質問でも少し伺ったか

もしれませんが、前は６５歳以上だとか、そ

ういうカテゴリーでまとめて送られてきまし

たけれども、やはり予約の状況や本人の都合

で、結構、接種時期がまばらになっていると。

どういうタイミングで来て、どういう形にな

っているのか分からないので少し教えてほし

いと言われたのですが、そちらについてはど

のような形で接種券が送付されるのでしょう

か。  

保健所次長 一応、国においては、２回目接種日から８か

月経過した１８歳以上が対象となっています

ので、まだ決まっていませんが、２回目接種

日から８か月経過した前後にお送りしたいと

考えています。  
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久保委員   そうすると、年齢などといった要件を除いて、

ワクチン接種日の記録から、接種の時期が大

体近づいてきたら通知が手元に届くという認

識でよろしいですか。  

保健所次長 そうでございます。例えば、２回目の接種を

今年の８月１日に受けた方につきましては、

来年の４月１日が８か月後となりますので、

その前後に通知をお送りする形になってくる

と思います。 

吉田委員   優先接種についてお聞きしたいのですが、１

回目、２回目の接種のときには医療従事者、

高齢者、介護施設の入所者から行いました。

その後、基礎疾患がある方への接種となった

のですが、結局、いろいろありまして、介護

の通所・訪問系職員、保育士、教員と広がっ

たのですけれども、聞いてみますと、実際は、

介護の通所・訪問系職員は９月に入ってから

ワクチン接種を行っており、６５歳以下の方

と時期がほとんど変わらなかったと。保育士

でいうと  これは当局から聞いた話ですけれ

ども、若い保育士からワクチン接種を行い、

４０歳以上の保育士は１０月に入ってから行

っているとのことです。 

オミクロン株は子どもにも感染するという傾
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向が出ていますが  まだはっきりしませんけ

れども  保育士、教員、介護の通所・訪問系

職員について、優先接種の考え方は１回目、

２回目と変わらないのか、それとも白紙なの

か、どういう状況ですか。 

保健所次長 １回目、２回目接種のときには、年齢で段階

的に行うものと、基礎疾患のある方、高齢者

施設の従事者等の属性で行っていましたが、

今回、国は２回目接種から８か月ということ

を基本としておりますので、２回目接種を行

った日が基準になってくると思っています。  

藤田委員   議案説明資料９ページの住民への周知、広報

に係る業務の１，９００万円余りについてで

すけれども、多分これからの３回目接種の広

報に向けての予算だと思うのですが、どのよ

うな内容を検討されているのか教えてくださ

い。  

保健所地域健康課長 ネット等の広告料につきましては、例えば、

ユーチューブ等のＣＭでワクチン接種に関す

る動画を配信することや、「ヤフー」のトッ

プ画面等で、情報を配信するというようなこ

とを考えています。 

あと、街のバス停や交差点に大きく掲出して
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いるシティースケープという看板にも、３回

目接種の効果などをＰＲするような広告を掲

載する予定にしています。 

藤田委員   今回、こういった広報をされるということで

すけれども、３回目のワクチンを既に打たれ

る思いがあるという前提の方が対象だと思い

ますので、ぜひそういう方たちに対して、３

回目接種の重要性などを、抜けや漏れなくお

伝えしていただければと思います。 

分科会長   ほかに質疑がなければ次に移ります。議案説

明資料１０ページの内容について質疑はあり

ませんか。  

東委員    ＰＣＲ検査については、医療機関で検査した

り、あるいは、報道等で見聞きしたところに

よると、唾液や鼻の奥の粘液を自分で採取し

て、専用のプラスチック容器の中に入れて検

査機関に送るなど、いろいろなタイプがある

と思うのですが、主にどのようなタイプのも

のを想定していらっしゃいますか。 

保健所保健予防課長 富山市で行政検査として実施しているＰＣＲ

検査としましては、例えば、富山県立中央病

院や富山市民病院などの医療機関に行ってい
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ただいて、そこで検体を採取し、それを衛生

研究所や市の保健所で検査する形が主となっ

てございます。  

東委員    本市内でそれらの検査を実施する医療機関に

ついては今、富山県立中央病院と富山市民病

院とありましたが、ほかにもまだありますか。  

保健所保健予防課長 すみません、具体的な資料が今は手元にない

のですけれども、市内の多くの医療機関で検

査を受けられることになっています。県のホ

ームページ等に掲載してますので、御覧いた

だければと思います。  

江西委員   今の質問で少し分からなくなったのですが、

この事業の補正額は、これからのことを想定

しているものなのか、それとも、感染者が増

加してＰＣＲ検査を受けた人がたくさん出て

きたため、これから市に上がってくる請求に

対して支払うものなのか、そもそもどちらの

性質のものなのでしょうか。  

保健所保健予防課長 こちらの新型コロナウイルス感染症対策等事

業につきましては、本年の６月議会におきま

して、昨年度の実績をベースとして事業費の

補正をお願いしました。しかしその後、第５
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波で感染者が大幅に増加したため、今回の補

正額につきましては、今後の見込みというこ

とで、９月までの上半期の実績等の平均など

から積算したものを含めて、今年度の所要額

を算定し、補正をお願いしているところであ

ります。 

江西委員   ということは、これは全くの未来予想の補正

予算だということで間違いないですね。 

保健所保健予防課長 そうです。委員がおっしゃるとおり、今年度

の３月までの見込みを含めた補正になってい

ます。 

久保委員   確認ですけれども、今年度の所要額というこ

となので、過去の一部不足分も含んだ上での

金額ということですよね。 

保健所保健予防課長 第５波などの実績と、今後の見込みを含めた

今年度分の所要額で補正をさせていただいて

います。 

久保委員   今上がっている補正の内容は、全てが国庫負

担金を伴うものになるのでしょうか。単費で

行う事業も入っているのでしょうか。 
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保健所保健予防課長 （３）補正の内容のウの審査支払機関への事

務手数料等については国庫負担金の対象には

なりませんが、それ以外に関しては、事業費

の４分の３、もしくは２分の１を国庫負担金

で実施しています。 

久保委員   これは今後に向けての要望なのですけれども、

国庫負担金も同じ国民の税金ですから決して

差異はないのですが、例えば市単独で支払う

もの  これは市の裁量などで決めるものです

けれども、もしその事業にそういった内訳が

ある場合はそのことが分かるように書いてい

ただけると私たちも非常に審査しやすいと思

いますので、今後、表記の仕方については、

また御検討いただきたいと思います。 

次に、患者搬送業務委託について、保健所の

職員がこの業務を行っていたこともあったと

いうことで指摘をしたところ、多分ですが、

部長をはじめ、そのあたりの皆さんの負担を

踏まえて予算化されたことは大変よかったと

思っています。今後も第６波が来る想定で、

過不足があればしっかりと現場、現場できち

っと  現場が回っていくことが何よりも市民

福祉の向上につながると思いますので、部長

によろしくお願いしたいと思います。これは

要望です。  
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分科会長   ほかに質疑がなければ次へ移ります。議案説

明資料１１ページの内容について質疑はあり

ませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   議案説明資料は以上ですけれども、議案概要

書１４ページと１８ページの内容について質

疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

分科会長   ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第１９３号中福祉保健部所管

分、議案第１９４号から議案第１９７号まで、

以上５件を一括して意見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、厚生分科会福祉保健部所管分の議案

の審査を終了いたします。 

 午前１０時５７分  休憩  
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

               午前１１時３１分  再開  

分科会長   ただいまから、厚生分科会を再開いたします。  

これより、こども家庭部所管分の議案の審査

を行います。 

議案第１９３号  令和３年度富山市一般会計

補正予算（第７号）、第１条歳入歳出予算の

補正、歳出第３款民生費中、こども家庭部所

管分、第４款衛生費中、こども家庭部所管分  

を議題といたします。  

これより、順次、当局の説明を求めます。 

こども家庭部長 〔挨拶〕  

こども家庭部次長 〔議案第１９３号中  

人件費補正について、  

議案説明資料により説明〕 

こども保育課長 〔議案第１９３号中  

医療的ケア児保育支援事業等について、 

私立保育所等管理運営費について、 

病児・病後児保育事業費について、 

議案概要書及び議案説明資料により説明〕 

こども福祉課長 〔議案第１９３号中  
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児童手当事務事業費について、 

子育て世帯への臨時特別給付金支給事業費に

ついて、 

議案概要書により説明〕 

こども健康課長 〔議案第１９３号中  

助産施設事業について、 

新型コロナウイルス流行下における妊産婦総

合対策事業について、  

議案説明資料により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

議案説明資料等の順番で進めていきたいと思

います。議案説明資料３ページの内容につい

て質疑はありませんか。 

橋本委員   医療的ケア児保育支援事業についてお聞きし

ます。まず、２つの私立保育所が対象という

ことですが、この施設名は分かりますか。 

こども保育課長 施設名につきましては、１つはにながわ保育

園、もう１つはやまむろ保育園でございます。  

橋本委員   受け入れる子どもについては、その施設の近

辺の方  地域性で受け入れるということでい

いのでしょうか。  
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こども保育課長 地域の方もございますし、その校区を少し離

れての受入れもございます。  

橋本委員   受入れ体制が整った保育所ということになる

かと思いますが、この医療的ケア児はいつか

ら入所しているのか分かりますか。 

こども保育課長 この２施設で受け入れた子どもということで

よければ、一人は４月から、もう一人は９月

からということで、受入れにつながっていま

す。  

橋本委員   それに伴う専任の看護師も配置していると思

うのですけれども、４月と９月に医療的ケア

児を受け入れることになったから配置したと

いうことでよろしいですか。  

こども保育課長 ２つの施設とも、専任の看護師をそれぞれ配

置していますが、受入れの前からそういう社

会的な背景があり、看護師の配置をしたこと

から、医療的ケア児の受入れにつながったと

ころでございます。 

橋本委員   こういった法律の施行を受けたことで、医療

的ケア児を受け入れることの後押しになった

のか、どう考えられますか。  
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こども保育課長 そういった医療的なケアの必要なお子さんの

受入れにつながったことにつきましては、や

はり非常によいケースだったと思っています。

ただし、一般質問の答弁でも申し上げました

とおり、これまでの市内での受入実績が、や

はりまだまだ多くないので、この法律の施行

を受けまして、また１つずつ着実に進めてい

きたいと考えています。 

橋本委員   新年度から、今の２施設以外に新たに受け入

れる動きは具体的にありますか。  

こども保育課長 来年４月以降の入所につきましては、これか

ら利用調整をさせていただくことになってい

ます。なお、民間の保育施設においては、今

年度の研修の中でそういった医療的ケア児の

受入れについての研修もされており  その研

修に私は出席してまいりましたが、そういっ

た機運が高まっているということは感じてい

ます。 

橋本委員   医療的ケア児の保育ニーズもあると思います

ので、ぜひともそういったところに少しでも

預けられるという体制が整えばいいと思って

います。その中において、公立保育所の役割

をどう考えておられますか。  
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こども保育課長 現時点において、公立保育所での医療的ケア

児の受入れはございません。  

ただ、過去にはこれまで、市の職員が直接ケ

アを行うといった事例ではなく、家庭でケア

を行う方、あるいは、御家族が施設においで

になられて、そこでケアをされるといったこ

とで受け入れたケースはございます。やはり

看護師の配置が必要不可欠でございます。公

立においても一定の役割はあると認識してい

ますが、まずは今、補正予算で計上させてい

ただいたとおり、私立保育所での受入れに対

する財政的な面での支援をしっかりとさせて

いただいた上で、公立での在り方につきまし

ては、今後、どういうふうに進めていくのか

検討したいと考えています。  

橋本委員   議案から少し離れるから言うことではないの

かもしれないですけれども、公立の役割とし

ても、例えば本当にショートで預かるといっ

たことも含めて考えていただきたいなと。そ

して、この制度を利用して、ぜひともまた医

療的ケア児の受入れ体制が整うようにお願い

申し上げまして、私の質問を終わります。 

久保委員   少し内容が重複するかもしれませんが、確認

させていただきます。  
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令和３年９月に法律が施行されました。その

ことで関係団体から市に対して要望が上がっ

てきていると思いますが、その中で、この支

援事業の予算化についてや、一般質問の中で

ガイドラインをつくっていこうではないかと

いうお話もありました。そのあたりの経緯を

少し説明いただけないでしょうか。 

こども保育課長 民間の団体から、市への来年度の予算要望と

いうことで、１０月４日に市長に手渡してい

ただいた要望書がございます。その中でガイ

ドラインという文言はございませんが、意見

交換をさせていただく中で、１つの指針とな

るようなガイドラインの作成をお願いしたい

という言葉はいただいています。また、これ

までに研修会など、民間の団体の方とお話を

する機会の中でも、やはりガイドラインの作

成を要望されていますことから、市といたし

ましては、他都市の事例や、既につくってい

らっしゃるガイドラインを参考に調査・研究

しながら、策定に向けて取り組んでまいりた

いと考えています。 

久保委員   医療的ケア児は公立保育所では受入れの実績

がないとのことでした。私は以前、医療的ケ

ア児の子どもを保育所へ入所させたいのだけ
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れども、近隣の保育所でなかなか受入れをし

ていただけないから保育所に預けられないと

いう御相談を受けたこともありました。今後、

そういったお子さんを地域、もしくは最寄り

の保育所で預かっていただけるように順次な

っていくということはすばらしいことだと思

いますし、必要なことだと思います。 

やはり、民間の事業者からすると、医療的ケ

ア児といっても、いろいろと度合いもありま

すが、命に関わるケースも出てくるため、ど

こまで用意をしておけば、施設としてきちん

とした責務を果たしたと言えるのか。もしも

不足があったと言われると、そのまま訴訟に

なるといったリスクを懸念して、受入れ自体

に消極的になっていくというケースが出てく

るのではないかと思います。もちろん、公立

での受入れも、私立と同様に、セーフティー

ネットという観点からすると積極的に行うべ

きだと思います。  

また、ガイドラインについては、公立の保育

園の皆さんが、看護師を１人配置するだけで

は不安で預かれないと思いますので、そうい

ったところのサポートをしっかりしながら、

この事業をより多くの施設で取り入れていた

だけるように取り組んでいっていただきたい

と思いますが、部長の見解をお伺いします。  
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こども家庭部長 まさにおっしゃるとおりだと思います。ただ、

やはり皆さんも御承知のとおり、一人一人の

ケアの種類といいますか、同じ症状だとして

も年齢によって全然対応の仕方が違う、ある

いは、突発的な症状も違うといったいろいろ

な事例があると思うのです。ですから、そう

いったことを踏まえて、まずはガイドライン

でベースとなる  どういったところでしっか

り連携していかなければいけないのか、ある

いは、主治医としっかりコーディネートしな

がら対応できる体制を組むことがまず一番肝

要かと思っています。  

      そのためには、まず、一旦そういった事例な

ど  それぞれ私立でお願いしてあるからとい

うわけではなくて、常に我々とも意見交換を

して、こういうところが必要なのだな、こう

いうところは大変なのだなということを勉強

させていただきながら、ガイドラインの策定

に向けて、今後対応してまいりたいと思って

います。 

東委員    確認の意味もあるのですが、先ほどあったよ

うに医療的ケア児のケアの度合いによっても

大きく違うと思うのですけれども、この２つ

の保育所では、専任の看護師１人に対してケ

ア児１人ということなのか、ケアの程度が軽
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く済めば２人など複数のケア児への対応も考

えているのか、実態としてどうなっていくの

でしょうか。 

こども保育課長 そういった次の受入れについてまでは、法人

施設とまだ話はしていませんが、これから法

人では１つずつ  その子の保育をしていく中

で、次の受入れができるのか、それとも専任

でつかないといけないのかということは、そ

の子の症状と保育所の施設といったものを総

合的に判断して、施設側が決めていくことに

なろうかと思っています。 

東委員    こういう実績が上がっていくことで、入所さ

せたいという保護者の方が増えれば、また拡

大に向けて努力をしていただきたいと思いま

す。  

分科会長   ほかになければ議案説明資料４ページに移り

ます。質疑はありませんか。  

金岡委員   助産施設事業についてお聞きします。ちょっ

とよく分かっていないのですが、助産施設と

いうのは、具体的にどこを指すのでしょうか。  

こども健康課長 富山市の場合は、富山市民病院、富山県立中 
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      央病院、富山赤十字病院の３か所でございま

す。  

金岡委員   経済的な理由というところについてですけれ

ども、これを受けられる条件はどういったも

のなのでしょうか。 

こども健康課長 富山市の規則で定めていまして、生活保護で

すとか、市町村民税非課税世帯等も対象にな

る場合がありますけれども、原則として、経

済的理由により入院助産を受けることができ

ない妊産婦としています。 

金岡委員   扶助費の１件当たりの金額の根拠をお伺いし

ます。 

こども健康課長 ここ４年間ぐらいは、件数がゼロないし１件

で推移してきていましたので、前年度と同じ

く２件分ということで、８８万９，０００円

と同額を見ていましたけれども、今年は予定

も含めまして５件ほど、全て富山県立中央病

院での出産です。今回の補正につきましては、

富山県立中央病院でかかった費用の平均額と

いうことで、１件５１万円で計算しています。  

金岡委員   ４２万円の出産育児一時金があると思うので 
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      すけれども、この金額を超える部分に対する

ものではなくて、出産育児一時金とはまた別

で、両方もらえるということなのですか。 

こども健康課長 出産育児一時金につきましては、医療保険の

制度に規定されていまして、どんな保険でも

一律４２万円が上限と決まっていますけれど

も、市で負担しています助産施設費用につき

ましては、児童福祉法に基づいていまして、

個室料や保険料、私費等を除いて、かかった

費用は全額市で負担しています。４２万円を

超える場合もあります。 

金岡委員   すみません、ちょっとよく分からなかったの

ですけれども、この助産施設の費用をもらっ

たら、出産育児一時金はもらえないのですか。  

こども健康課長 現在のところ、富山市の助産制度を利用され

ている方につきましては、全て生活保護受給

者ということで、国民健康保険等への加入も

されていませんので、そうしますと出産育児

一時金は受け取れないということになります。  

分科会長   では、ほかになければ次に移ります。議案説

明資料５ページです。  

質疑はありませんか。  
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久保委員   補足的なことかもしれませんが、償還金の補

正について、令和２年度の助成件数が見込み

を大幅に下回ることは、令和２年度末である

程度把握できたのではないかなと。今の時点

で、補正で上がってくる理由について少し説

明いただけますか。 

こども健康課長 令和２年度につきましては、一月当たり４５

件ぐらいの実績でございました。それを基に、

令和３年度は月５０件と見込んでいましたけ

れども、ちょうど妊婦さんのワクチン接種が

始まった８月末ぐらいから実績が急に増えま

して、月当たり１００件ぐらいになりました

ので、下半期以降は月１２０件で見込みまし

て、その不足額ということで、今回の補正を

お願いさせていただいています。  

久保委員   そちらではなくて、令和２年度の助成件数が

見込みを下回ったと。国庫支出金の精算とい

うのは、いつもこの時期の補正で上がってく

るものなのですか。決算審査が終わっている

ので、決算のタイミングで国庫支出金は精算

していないのですか。初歩的な財務の質問み

たいになって申し訳ないのですけれども、今、

このタイミングでこの国庫支出金の精算の話
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が出てくることは、一般的にはこういうもの

なのですか。 

こども家庭部長 詳しくは分かりませんが、当然、出すべきと

きには出しているので、このタイミングしか

なかったのだと思っています。 

久保委員   分かりました。私はそれで大丈夫です。 

分科会長   この件について、ほかに質疑はありませんか。  

なければ議案説明資料６ページに移ります。  

質疑はありませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   ほかにないようですので、これをもって議案

の質疑を終結いたします。 

これより、議案第１９３号中こども家庭部所

管分の意見の表明を行います。 

意見の表明はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、厚生分科会こども家庭部所管分の議

案の審査を終了いたします。  
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午前１１時５７分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

               午後  １時２７分  再開  

分科会長   これより、厚生分科会市民生活部所管分の議

案の審査を行います。  

議案第１９３号  令和３年度富山市一般会計

補正予算（第７号）、第１条歳入歳出予算の

補正、歳出第２款総務費中、市民生活部所管

分、第３款民生費中、市民生活部所管分、第

３条繰越明許費中、市民生活部所管分、第４

条債務負担行為の補正中、市民生活部所管分  

を議題といたします。  

これより、順次、当局の説明を求めます。 

市民生活部長 〔挨拶〕  

市民生活部次長 〔議案第１９３号中  

人件費補正について、  

議案説明資料により説明〕 

生活安全交通課長 〔議案第１９３号中  

自転車駐車場管理運営事業の債務負担行為の

追加について、  

議案書及び議案説明資料により説明〕 
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スポーツ健康課長 〔議案第１９３号中  

ＮＩＸＳストリートスポーツパークＰＲ事業

について、  

議案説明資料により説明〕 

市民生活部次長 〔議案第１９３号中  

行政サービスセンター庁舎冷暖房用燃料費に

ついて、 

議案説明資料により説明〕 

八尾行政サービス 〔議案第１９３号中  

センター所長 八尾行政サービスセンター移転改修事業につ

いて、 

議案書及び議案説明資料により説明〕 

細入中核型地区 〔議案第１９３号中  

センター所長 細入中核型地区センター等移転改修事業につ

いて、 

議案説明資料により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

議案説明資料の３ページからお聞きしたいと

思います。  

質疑はありませんか。  

〔発言する者なし〕 
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分科会長   議案説明資料４ページの内容について質疑は

ありませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   議案説明資料５ページの内容について質疑は

ありませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   議案説明資料６ページの内容について質疑は

ありませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   最後、議案説明資料７ページの内容について

質疑はありませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   ないようですので、これをもって議案の質疑

を終結いたします。 

これより、議案第１９３号中市民生活部所管

分の意見の表明を行います。  

意見の表明はありませんか。  
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、厚生分科会市民生活部所管分の議案

の審査を終了いたします。 

これで、１２月定例会の当分科会に送付され

ました全議案の審査は終了いたしました。 

委員各位に御相談申し上げます。  

分科会長報告については、正・副分科会長に

御一任願いたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

分科会長   それでは、そのように取り計らいます。 

これをもって、令和３年１２月定例会予算決

算委員会厚生分科会を閉会いたします。 
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